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令和７年１２月１１日（木）に不動産システムの最新版をアップデートしました。 

アップデートの内容は以下のとおりです。 

 

 

１．課税価格の移転持分価格を表示しない設定を追加しました 

 持分移転時の課税価格欄に移転持分価格を表示しない設定を追加しました。 

 ＊設定≫申請書設定≫権利１タブ≫課税価格・登録免許税出力設定 

  “□オンライン申請では、移転する持分価格は表示しない”にチェックをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 チェック ON の場合は申請書の課税価格欄に移転持分価格が表示されなくなります。 

  

 

 

 

 

 

 

 特定の申請書だけを移転持分価格を表示しないことは可能ですが、特定の申請書だけ移転持分価

格を表示する設定はありませんので、特定の申請書だけ表示する場合は設定のチェックを OFF の状

態で計算し、申請データを登録後に設定のチェックを変更してください。 

 

 ○特定の申請書だけ移転持分価格を表示しない場合 

 １．［登録免許税］ボタンをクリック＞［登録免許税入力補助］メニューを選択 

 

 

 

 

チェック後に決定ボタンをクリック 
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 ２．“□移転した持分価格は表示しない” にチェック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．［決定］ボタンをクリック 
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２．那覇地方法務局管内の墓地が軍用地の場合の免許税計算に対応しました 

 管轄に那覇地方法務局管内が設定されている土地の物件台帳に【軍用地】の列を追加しました。 

 地目が【墓地】であっても、登録免許税が課税される場合に土地の台帳で【軍用地】として登録し

てください。 

 ⑴申請先登記所が【那覇地方法務局】管内であることを確認します。 

 

 

  

 ⑵土地の物件台帳を開き、右端の列に軍用地が表示されていることを確認し、【適用】を選択後に

物件台帳を登録します。 

  

 ⑶申請データを作成し、登録免許税計算画面を開きます。 

  軍用地で登録した物件の評価額に金額が設定され、軍用地として登録しなかった墓地の評価額

は空欄で表示され、軍用地部分のみ登録免許税が計算されます（軍用地でない墓地に関しては「登

録免許税法第５条第１０号が適用されます」。 
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３．登記情報取込機能の設定に印刷ボタンの設定を追加しました 

 事件管理台帳の［登記情報取込］ボタン≫登記情報取込・一覧メニューを選択し、画面左下[設定]

ボタンをクリックします。 

登記情報取込設定画面の“□取込済一覧タブの印刷ボタンでテキストを印刷する”にチェック ON

の状態で[決定]すると、以前の方法で印刷ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チェック後に決定ボタンをクリック 
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４．兼業版のソフトを使用している場合に、請求書の種別選択ボタンをクリックしたとき

に表示される種別一覧を選択している登記に合わせて変わるようになりました。 
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５．機能の一部不具合の修正と変更をしました 

 5-1.マンションシステム（オプション）から作成する申請書の表題部所有者のスペースを削除し

ないように修正しました。 

   設定で当事者台帳のスペースを削除するのチェックが OFF になっていることをご確認くださ

い。 

   ＊設定≫申請書設定≫基本設定タブ 

 

 

 

 

 

 5-2.旧型式で建物合体登記を作成し、不動産の変更・追加ボタンをクリックした場合に課税価格

に内訳が表示される不具合を修正しました。 

5-3.抵当権設定（追加設定）で、申請書の最初に共担を選択して作成することができない不具合を

修正しました。 

  ①申請書に表示する共担目録を選択 

  ②［選択した共担を申請データに転記］ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-4.新型式の区分建物台帳で表示から権利に変更する際に、表示で未入力の種類等が権利の台帳

に上書きされる不具合を修正しました。 

 

 

 

① 

② 


